
 
 

  

 

 

2023年 11月 7日 

 

報道関係各位 

 

銚 子 信 用 金 庫 

 

令和 5年台風第 13号に伴う災害救助法適用市町に対する見舞金の拠出について 

 

このたびの台風第 13号に伴う災害地域のみなさまには、役職員一同、心からお見舞い申し

上げます。 

銚子信用金庫（銚子市双葉町 5番地の 5 理事長 森山 博志）では、このたびの台風発生

にともない、甚大な被害が発生している災害救助法の適用を受けた地域である、茂原市、山

武市、大多喜町に対して、いささかなりともお役立ていただくため、お見舞金として下記の

通り寄附させていただきました。 

 

記 

 

〇 茂 原 市への見舞金  ・・・50万円 

〇 山 武 市への見舞金  ・・・50万円 

〇 大多喜町への見舞金 ・・・50万円 

             

 

以 上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本プレスリリースについてのお問い合わせは、下記の担当までお願いいたします。 

銚子信用金庫 総合企画部（担当：髙木） 

〒288-8686 千葉県銚子市双葉町 5番地の 5 

Tel：0479-25-2115 Fax：0479-22-9909 e-mail：keiki@choshi-shinkin.co.jp 

PRESS RELEASE 
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大多喜町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【別紙】見舞金贈呈式の様子 

左から茂原市・田中市長、当金庫茂原支店・米川支店長 

左から当金庫松尾支店・坂本支店長、山武市・松下市長 

左から当金庫大原支店・辻子支店長、大多喜町・平林町長 


